
 舞  鶴  市  情  報  セ  キュ  リ  ティ  監  査  (β  モ  デ  ル)  業  務 
 事  業  者  選  定  実  施  要  項 

 令  和  ７  年  ７  ⽉ 

 舞  鶴  市 



 【舞  鶴  市  情  報  セ  キュ  リ  ティ  監  査  (β  モ  デ  ル)  業  務  】 

 １  趣  旨 

       こ  の  要  領  は、  舞  鶴  市  情  報  セ  キュ  リ  ティ  監  査  (β  モ  デ  ル)  業  務  を  ⾏  う  事  業  者  を  選  定  す  る  た  め  の  ⼿ 
 続  き  に  つ  い  て  必  要  な  事  項  を  定  め  る  も  の  と  す  る。 

 ２  業  務  概  要 

    （１）  業  務  名              舞  鶴  市  情  報  セ  キュ  リ  ティ  監  査  (β  モ  デ  ル)  業  務 
    （２）  業  務  内  容           「  β  モ  デ  ル  監  査」  お  よ  び  「  kintone  監  査」  の  実  施 
    （３）  実  施  場  所           舞  鶴  市  役  所  別  館  ６  階  デ  ジ  タ  ル  推  進  課     お  よ  び     受  託  者  の  作  業  場  所 
    （４）  実  施  期  限           令  和  ８  年  ２  ⽉  末 

 ３  参  加  資  格 

 本  ⾒  積  り  合  わ  せ  に  参  加  で  き  る  も  の  は  以  下  の  と  お  り  と  す  る。 
    （１）  地  ⽅  ⾃  治  法  施  ⾏  令  （昭  和  22  年  政  令  第  16  号）  第  167  条  の  4  （同  令  第  167  条  の  11  第  1  項  に  お  い  て 
             準  ⽤  す  る  場  合  を  含  む。）  の  規  定  に  該  当  し  な  い  こ  と。 
    （２）  舞  鶴  市  競  争  ⼊  札  等  参  加  資  格  の  停  ⽌  に  関  す  る  要  領  に  基  づ  く  競  争  参  加  資  格  の  停  ⽌  の  期  間  中  の  者 
             で  な  い  こ  と。 
    （３）  情  報  セ  キュ  リ  ティ  サー  ビ  ス  基  準  適  合  サー  ビ  ス  リ  ス  ト  （独  ⽴  ⾏  政  法  ⼈  情  報  処  理  推  進  機  構）  の 
             情  報  セ  キュ  リ  ティ  監  査  サー  ビ  ス  分  野  に  登  録  さ  れ  て  い  る  こ  と。 
    （４）  監  査  対  象  と  な  る  庁  内  ネッ  ト  ワー  ク  の  企  画、  開  発、  運  ⽤、  保  守  等  の  契  約  を  履  ⾏  し  た  実  績  （再 
             委  託  を  含  み、  現  在  履  ⾏  中  の  契  約  も  含  む）  を  有  し  な  い  者  で  あ  る  こ  と。 
    （５）  会  社  更  ⽣  法  に  基  づ  き  更  ⽣  ⼿  続  開  始  の  申  し  ⽴  て  が  な  さ  れ  て  い  る  者  で  な  い  こ  と。 
    （６）  ⺠  事  再  ⽣  法  に  基  づ  き  再  ⽣  ⼿  続  き  開  始  の  申  し  ⽴  て  が  な  さ  れ  て  い  る  者  で  な  い  こ  と。 
             な  お、  提  出  さ  れ  た  書  類  に  虚  偽  が  あっ  た  場  合、  参  加  資  格  を  失  う  も  の  と  す  る。 

 ４  提  案  書‧  ⾒  積  書  作  成  要  領  及  び  仕  様  書 

    （１）  提  案  書‧  ⾒  積  書  作  成  要  領        別  紙  １  の  と  お  り 
    （２）  仕  様  書 
             仕  様  書  に  つ  い  て  は、  本  ⾒  積  り  合  わ  せ  に  参  加  意  向  を  ⽰  し  た  事  業  者  に  の  み  送  付  し  ま  す。 
             ア     参  加  意  向  の  連  絡  ⽅  法 
                下  記  の  メー  ル  内  容  を  記  載  し、  「  12  提  出‧  連  絡  先」  の  メー  ル  ア  ド  レ  ス  宛  に  送  信  し  て  く  だ 
                さ  い。  メー  ル  受  信  後、  仕  様  書  を  送  付  い  た  し  ま  す  の  で、  翌  ⽇  16  時  を  過  ぎ  て  も  メー  ル  が  届 
                か  な  い  場  合  は  ご  連  絡  を  お  願  い  し  ま  す。 
                ＜  メー  ル  内  容  ＞ 
                ‧  表  題  ：  舞  鶴  市  情  報  セ  キュ  リ  ティ  監  査  (β  モ  デ  ル)  業  務  ⾒  積  り  合  わ  せ  参  加  希  望 
                ‧  本  ⽂  ：  会  社  名、  ⽀  社  名、  部  署、  担  当  者、  連  絡  先 
             イ     参  加  辞  退 
                参  加  意  向  を  ⽰  し  た  事  業  者  が  提  案  書  等  の  提  出  期  限  ま  で  に  提  案  書  等  の  提  出  が  な  い  場  合  は  辞  退 
                さ  れ  た  も  の  と  し  て  取  り  扱  い  ま  す。 
                な  お、  辞  退  さ  れ  た  場  合  に  お  い  て  も、  今  後  の  ⼊  札、  調  達  等  に  お  い  て  不  利  益  な  取  り  扱  い  を  受 
                け  る  も  の  で  は  あ  り  ま  せ  ん。 
             ウ     そ  の  他 
                仕  様  書  の  確  認  が  遅  く  なっ  た  場  合  で  も、  提  案  書  等  の  提  出  期  限  は  変  更  あ  り  ま  せ  ん  の  で  ご  注  意 
                く  だ  さ  い。  な  お、  仕  様  書  の  取  り  扱  い  に  つ  い  て  は、  参  加  の  有  無  に  関  わ  ら  ず、  本  ⾒  積  り  合  わ 
                せ  に  の  み  使  ⽤  す  る  こ  と  と  し、  舞  鶴  市  に  無  断  で  の  利  ⽤、  公  開、  転  ⽤  等  は  禁  ⽌  と  し  ま  す。 

 ５  質  問  書  の  提  出  と  回  答 

 （１）  質  問  書  の  提  出  と  回  答 
             ア     仕  様  書  の  内  容  等  に  関  す  る  質  問  書  は  全  て  電  ⼦  メー  ル  に  よ  り  提  出  す  る  も  の  と  す  る。 
             イ     質  問  書  の  様  式  は、  様  式  １  に  準  じ  て  作  成  す  る  こ  と。 
             ウ     電  ⼦  メー  ル  の  件  名  に  「舞  鶴  市  情  報  セ  キュ  リ  ティ  監  査  (β  モ  デ  ル)  に  関  す  る  質  問」  と  記  載 
                   し  送  信  す  る  こ  と。 
             エ     質  問  書  の  提  出  期  限  は、  令  和  ７  年  ７  ⽉  １  ６  ⽇  （⽔）  正  午  ま  で  と  す  る。 
             オ     質  問  に  対  す  る  回  答  は、  令  和  ７  年  ７  ⽉  １  ８  ⽇  （⾦）  に  舞  鶴  市  ホー  ム  ペー  ジ  に  掲  載  す  る。 
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 【舞  鶴  市  情  報  セ  キュ  リ  ティ  監  査  (β  モ  デ  ル)  業  務  】 

 ６  提  案  書  等  の  提  出 

 （１）  提  出  物 
             ア  提  案  書  （監  査  チー  ム  編  成  表  等  含）        ２  部 
             イ  経  費  ⾒  積  書  （様  式  任  意）                    １  部 
 （２）  提  出  期  限        令  和  ７  年  ７  ⽉  ３  ０  ⽇  （⽔）  午  後  ５  時  ま  で     ※  厳  守 
 （３）  提  出  先           舞  鶴  市  役  所     デ  ジ  タ  ル  推  進  課  （別  館  ６  階） 
 （４）  提  出  ⽅  法        持  参  ま  た  は  郵  送  (封  緘  の  上  提  出  す  る  こ  と)  (期  限  ま  で  に  本  市  に  到  着  し  て  い  る  こ  と) 
          封  筒  に  は  「舞  鶴  市  情  報  セ  キュ  リ  ティ  監  査  (β  モ  デ  ル)  業  務  に  か  か  る  ⾒  積  書」  と  記  載  す  る  こ  と 

 ７  事  業  者  の  決  定 

 仕  様  を  満  た  し、  ⾒  積  ⾦  額  が  安  価  で  あ  る  事  業  者  を  選  定。 
 決  定  し  た  事  業  者  に  対  し  て  通  知  す  る  と  と  も  に、  令  和  ７  年  ８  ⽉  １  ⽇  （予  定）  に  舞  鶴  市  ホー  ム  ペー  ジ  に 
 お  い  て  公  開  す  る。 

 ８  契  約  等 

    契  約  は  監  査  実  施  事  業  者  と  協  議  の  う  え  業  務  委  託  契  約  を  取  り  交  わ  す  も  の  と  す  る。 

 ９  事  業  者  選  定  に  係  る  ⽇  程 
 （１）  質  問  書  提  出  期  限                 令  和  ７  年     ７  ⽉  １  ６  ⽇  （⽔）  正  午 
 （２）  質  問  の  回  答                       令  和  ７  年     ７  ⽉  １  ８  ⽇  （⾦） 
 （３）  提  案  書‧  ⾒  積  書  提  出  期  限     令  和  ７  年     ７  ⽉  ３  ０  ⽇  （⽔） 
 （４）  事  業  者  決  定  （予  定）           令  和  ７  年     ８  ⽉     １  ⽇  （⾦） 

 １  ０  提  案  書  の  取  扱  い 
 （１）  提  案  書  は、  提  案  者  に  無  断  で  使  ⽤  し  な  い  も  の  と  す  る。  た  だ  し、  提  案  さ  れ  た  内  容  に  つ  い  て  は、 
          今  後  の  参  考  に  す  る  こ  と  が  あ  る。 
 （２）  提  案  書  は、  選  考  を  ⾏  う  作  業  に  必  要  な  範  囲  に  お  い  て、  複  製  を  ⾏  う  こ  と  が  あ  る。 
 （３）  提  出  さ  れ  た  提  案  書  及  び  関  連  書  類  等  は  返  却  し  な  い。 

 １  １  そ  の  他  留  意  事  項 

 （１）  提  案  書、  ⾒  積  書  提  出  ⽇  以  降  の  資  料  等  の  修  正、  差  替  え  及  び  再  提  出  は  認  め  な  い。 
 （２）  提  案、  ⾒  積  に  必  要  な  費  ⽤  は、  す  べ  て  提  案  者  の  負  担  と  す  る。 
 （３）  本  実  施  要  項  に  定  め  の  な  い  事  項  は、  別  途  協  議  の  上、  定  め  る  も  の  と  す  る。 

 １  ２  提  出‧  連  絡  先 

          住        所              〒  625-8555     舞  鶴  市  北  吸  1044  番  地 
          担  当  部  署              舞  鶴  市  政  策  推  進  部  デ  ジ  タ  ル  推  進  課 
          担  当  者                 中  ⼭‧  髙  井 
          電  話  番  号              0773-66-1092  （直  通） 
          メー  ル  ア  ド  レ  ス     digital@city.maizuru.lg.jp 
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